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　地方公務員法の規定により、地方公共団体における人事行政の公正性・透明
性を高めるため、人事行政の運営等の状況を公表することが義務付けられてい
ます。
　市では、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、市職員の給
与・定員管理等のほか、職員の採用、退職の状況や勤務条件などを公表してい
ます。
　なお、この内容は市ホームページでもご覧いただけます。
i職員課人事研修係（☎０４２−３８７−９８０８）、給与に関することについて＝職員
課給与厚生係（☎０４２−３８７−９８０９）、定員管理計画について＝企画政策課企画
政策係（☎０４２−３８７−９８２６）

人事行政の運営等の状況を人事行政の運営等の状況を
お知らせしますお知らせします

人事行政の運営等の状況を人事行政の運営等の状況を
お知らせしますお知らせします

１職員の任免および職員数に関する状況
⑴採用者数および退職者数の状況（令和３年度）	 （人）

職　種
採用者数 退職者数

一般職 任期付 合計 定年
退職

普通
退職

分限
免職

懲戒
免職 失職 死亡

退職
任期
満了 合計

事務職 ５ ０ ５ ２ １１ ０ ０ ０ ０ ０ １３
技術職 ９ ３ １２ ０ ７ ０ ０ ０ ０ ５ １２
技能職 ０ ０ ０ ４ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ６
合　計 １４ ３ １７ ６ ２０ ０ ０ ０ ０ ５ ３１
※分限免職＝公務能率を維持する目的で職をやめさせたものです
※懲戒免職＝職員の非違行為に対して懲戒処分として職をやめさせたものです
※失職＝地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当した場合、職員でなくなることです
※任期満了＝任期付職員がその任期を終えることです

２職員の人事評価の状況

⑵職員数の状況
①職員数の状況（各年４月１日現在）	 （人）

区分 理事者 内訳 正職員 内訳
市長 副市長 教育長 部長職 課長職 係長職 主任職 主事職

令和３年度 ３ １ １ １ ６６０ １１ ５５ １３２ １６６ ２９６
令和４年度 ３ １ １ １ ６５０ １１ ５７ １３６ １６２ ２８４

区分 再任用職員 会計年度任用職員 派遣職員 計月額制 時間額制
令和３年度 １６ ３３４ ２７１ ７ １，２９１
令和４年度 １５ ３３２ ２５６ ８ １，２６４

②部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）

区分 職員数 対前年
増減数 主な増減理由令和３年度 令和４年度

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議 会 ９ ９ ０ ―
総務・企画 １３５ １３４ △１ 加配解消による減
税 務 ４３ ４３ ０ ―
民 生 ２２５ ２１７ △８ 正規職員等の採用未済による減
衛 生 ４７ ５０ ３ 兼務解除・重点配置による増
農 林 水 産 ２ ２ ０ ―
商 工 ５ ５ ０ ―
土 木 ５３ ５３ ０ ―
小 計 ５１９ ５１３ △６ ―
教　　育 ９５ ９０ △５ 正規職員の会計年度任用職員化による減
小　　計 ６１４ ６０３ △１１ ―

公
営
企
業
等

会
計
部
門

下 水 道 １１ １０ △１ 再任用職員（短時間勤務）化による減
そ の 他 ４５ ４５ ０ ―
小 計 ５６ ５５ △１ ―

合　計 ６７０
（７９０人）

６５８
（７９０人） △１２ ＜参考＞人口１万人当たりの職員

数５２．８３人
※職員数にはフルタイム勤務の再任用職員を含みます
※（　 ）内は条例定数の合計です

令和4年度 0 10 38 51 71 105 95 70 72 68 68 2 （人）
平成29年度 0 19 59 80 111 96 79 69 85 55 32 1 （人）
今年度の構成比　 0.0 1.5 5.8 7.8 10.9 16.2 14.6 10.8 11.1 10.5 10.5 0.3 （％）
5年前の構成比　 0.0 2.8 8.6 11.7 16.2 14.0 11.5 10.0 12.4 8.0 4.7 0.1 （％）
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③年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在）

⑶定員管理計画における令和４年度の定員数
６６５人

※定員数には一般任期付職員およびフルタイム勤務の再任用職員を含みます。また、育児
休業代替任期付職員を除きます

　「職員の能力開発、人材育成」、「客観的かつ公平で信頼性の高い人事管理の実施」、「組織力
の向上」を目的とし、職員の人事評価を行っています。
区　分 内　容
評価期間 毎年４月１日から翌年３月３１日まで
評価基準日 毎年１月１日
評価の構成 第１次評価、第２次評価、第３次評価（部長職者は第２次評価まで）
評価の方法 実績（目標管理）および能力について、５段階による絶対評価を行う

３職員の給与の状況
⑴総括
①人件費の状況（令和３年度普通会計決算・速報値）
住民基本
台帳人口 歳出額A 実質収支 人件費B 人件費比率

（B／A）
令和２年度人
件費比率

１２４，６１７人 ５１，７１９，５１０千円 １，８６３，６６２千円 ６，４３１，９５２千円 １２．５％ １０．９％
※住民基本台帳人口は、令和４年１月１日現在の人数です

②職員給与費の状況（令和３年度普通会計決算・速報値）

職員数A
給与費 １人当たり

給与費
B／A給　料 職員手当 期末・

勤勉手当 合計B

６０３人 ２，０７０，１１９千円 ７００，２８１千円 ９５９，３８５千円 ３，７２９，７８５千円 ６，１８５千円
※職員数は、令和３年４月１日現在の人数です。また、職員手当には退職手当を含みません
※給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれ、
職員数には当該職員を含んでいません

③ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）
小金井市 全国市平均 類似団体平均

平成３０年 １００．５ ９９．１ ９９．６
平成３１年 ９９．３ ９８．９ ９９．５
令和２年 ９９．３ ９８．９ ９９．４
令和３年 ９９．３ ９８．８ ９９．２

※ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた
め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表
（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数です
※類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均し
たものです

⑵職員の平均給与月額、初任給等の状況
①職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）
一般行政職

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額
（国比較ベース）

小金井市 ４２．５歳 ３２３，９００円 ４４２，９３６円 ３９７，７１８円
東京都 ４２．３歳 ３１６，４１７円 ４５３，５４９円 ３９８，４８４円

⑶職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当（令和３年度）

小金井市 東京都
１人当たり平均支給額 １，５７３千円 １，７８８千円

支給割合
期末手当 ２．４０月分（１．３５月分） ２．４０月分（１．３５月分）
勤勉手当 ２．０５月分（１．００月分） ２．０５月分（１．００月分）

加算措置の状況
職制上の段階、職務の級等による加算措置あり

職務段階別加算３〜２０％ ▷職務段階別加算３〜２０％
▷管理職加算１５〜２５％

※（　 ）内は、再任用職員に係る支給割合です
※勤務成績の評定の結果を勤勉手当に反映させています

技能労務職

区　分
公務員

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース）
小金井市 ５２．８歳 ３１７，０００円 ３８０，０４１円 ３７１，６１２円
東京都 ５０．４歳 ２８８，１４９円 ３８８，１５４円 ３５６，０２６円

※平均給料月額＝令和４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均額です
※平均給与月額＝給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当
などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかに
されているものです
※平均給与月額（国比較ベース）＝比較のため国家公務員と同じベース（時間外勤務手当等を
除いたもの）で再計算したものです

②職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）
区　分 小金井市 東京都

一般行政職
大学卒 １８３，７００円 １８３，７００円
高校卒 １４５，６００円 １４５，６００円

技能労務職 高校卒 １４３，０００円 １４３，０００円
※この初任給のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当などが支給されます

③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）
区　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一般行政職
大学卒 ２５７，１５０円 ３６５，３０７円 ３６８，３２９円 ３９５，６１４円
高校卒 − − − −

技能労務職 高校卒 − − − −
※記載のない箇所は、当該職員がいない、もしくは３人以下となります

各種申し込みは、開庁時間または各施設開館時間内にお願いします。5・2・15


